
Ｑ　
消
費
税
10
％
増
税
は
中
止
さ
せ

る
こ
と
で
き
ま
す
か
。

Ａ　
十
分
可
能
で
す
。

　

消
費
税
率
は
２
０
１
４
年
4
月

に
８
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
か
ら
、

10
％
へ
の
増
税
は
２
度
に
わ
た
っ
て

延
期
さ
れ
ま
し
た
。
安
倍
政
権
が
増

税
を
強
行
し
た
ら
政
権
維
持
は
困
難

と
判
断
し
た
た
め
で
す
。
８
割
を
超

え
よ
う
と
い
う
増
税
反
対
の
世
論
と

１
０
０
０
万
人
を
超
え
る
署
名
が
政

治
を
動
か
し
た
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
も
国
民
の
世
論
と
運
動

が
政
治
を
動
か
し
た
例
は
多
く
あ
り

ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
２
０
１
２
年
８

月
の
現
在
の
消
費
税
増
税
法
の
成
立

直
前
、
反
対
世
論
は
高
ま
り
、
１
７

０
０
万
人
の
反
対
署
名
の
も
と
、
廃

案
一
歩
手
前
ま
で
追
い
込
み
ま
し
た
。

　

税
率
19
％
を
提
唱
す
る
日
本
経
団

連
に
後
押
し
さ
れ
る
安
倍
政
権
は
、

延
長
期
限
切
れ
の
２
０
１
９
年
10
月

Ｑ　
税
率
を
５
％
に
下
げ
る
こ
と
は

で
き
ま
す
か
。

Ａ　
税
金
の
集
め
方
、
使
い
方
を
変

え
れ
ば
可
能
で
す
。

　

消
費
税
は
１
９
８
９
年
に
税
率

３
％
で
導
入
。
１
９
９
７
年
に
５
％
、

２
０
１
４
年
に
８
％
に
引
き
上
げ
ら

れ
、
17
年
度
ま
で
の
消
費
税
収
額
は

累
計
３
４
９
兆
円
に
な
り
ま
す
。

に
は
10
％
へ
の
増
税
を
強
行
す
る
構

え
で
す
。
そ
れ
ま
で
に
は
都
議
選
、

総
選
挙
、
参
院
選
と
増
税
の
是
非
を

問
う
機
会
が
あ
り
ま
す
。
宣
伝
・
署

名
運
動
を
す
す
め
、
世
論
を
高
め
る

な
ら
こ
れ
ま
で
の
例
の
よ
う
に
政
治

を
動
か
す
こ
と
は
可
能
で
す
。
増
税

に
反
対
す
る
議
員
を
多
く
送
り
出
せ

ば
増
税
中
止
の
可
能
性
は
ま
す
ま
す

増
し
ま
す
。

　

一
方
、
法
人
税
は
一
貫
し
て
下
げ

ら
れ
、法
人
実
効
税
率（
法
人
三
税
）

は
、
２
０
１
２
年
に
消
費
税
導
入
前

の
50
％
か
ら
37
％
に
下
げ
ら
れ
、
16

年
に
30
％
を
切
り
ま
し
た
。
消
費
税

は
大
企
業
の
法
人
税
減
収
（
累
計
２

８
０
兆
円
）
の
穴
埋
め
に
さ
れ
ま
し

た
。
法
人
の
実
行
税
率
は
１
％
当
た

り
４
２
０
０
億
円
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
法
人
実
行
税
率
を
45
％
に
戻
せ

ば
消
費
税
は
５
％
ま
で
下

げ
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

　

ま
た
大
企
業
優
遇
税
制

を
是
正
し
富
裕
層
へ
の
適

切
な
課
税
に
よ
っ
て
も
財

源
は
生
ま
れ
ま
す
。
例
え

ば
研
究
開
発
減
税
の
是
正

や
所
得
１
億
円
以
上
の
税

負
担
率
が
低
く
な
っ
て
い

る
こ
と
（
グ
ラ
フ
）
の
見

直
し
な
ど
で
す
。

　

使
い
方
で
は
、
毎
年
増

額
さ
れ
５
兆
円
を
超
え
る

軍
事
費
を
削
減
し
、
大
型

公
共
事
業
の
見
直
し
を
す

れ
ば
財
源
は
で
き
ま
す
。

消
費
税
Ｑ
＆
Ａ
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Ｑ　
20
代
の
私
た
ち
が
年
金
を
受
け

取
る
に
は
増
税
は
や
む
を
得
な
い
の

で
は
？

Ａ　
消
費
税
に
頼
ら
な
く
て
も
制
度

維
持
・
充
実
は
で
き
ま
す
。

　

日
本
の
年
金
制
度
は
、
２
０
０
４

年
に
「
改
正
」
さ
れ
、「
賦
課
方
式
」

と
い
っ
て
現
在
働
い
て
い
る
人
の
保

険
料
を
財
源
に
、
受
給
者
に
年
金
を

給
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
働
い
て
い
る
人
た
ち
が
保
険

料
を
払
っ
て
い
る
限
り
、
制
度
は
維

持
さ
れ
、
給
付
さ
れ
ま
す
。
受
給
額

は
、
国
民
年
金
は
保
険
料
を
払
っ
た

年
月
に
応
じ
、
厚
生
年
金
は
保
険
料

を
納
入
し
た
年
月
と
額
に
応
じ
て
決

ま
り
ま
す
。
た
だ
給
付
水
準
を
削
減

す
る
「
改
悪
」
に
よ
っ
て
、
給
付
削

減
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

増
税
勢
力
は
「
財
源
不
足
で
年
金

制
度
が
危
な
い
。
だ
か
ら
消
費
税
を

上
げ
る
必
要
が
あ
る
」
と
言
い
ま
す
。

Ｑ　
１
０
０
０
兆
円
の
借
金
が
あ
る
の

で
、
増
税
は
し
か
た
が
な
い
の
で
は
？

Ａ　
そ
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
計

画
的
に
財
政
再
建
は
で
き
ま
す
。

　

財
務
省
が
２
０
１
６
年
１
月
に
発

表
し
た
「
国
の
財
務
書
類
」
に
よ
れ
ば
、

日
本
政
府
（
一
般
会
計
＋
特
別
会
計
）

が
抱
え
る
負
債
（
国
債
、
短
期
証

券
）
は
１
１
７
２
兆
円
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国

内
総
生
産
）
の
２
倍
以
上
の
借
金
を

か
か
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
方
、

日
本
政
府
は
６
８
０
兆
円
も
の
貸
付

金
や
不
動
産
な
ど
の
資
産
が
あ
り
ま

す
。
負
債
額
か
ら
資
産
額
を

差
し
引
く
と
純
債
務
は
４
９

２
兆
円
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

経
済
ア
ナ
リ
ス
ト
・
森
永

卓
郎
氏
は
『
消
費
税
は
下
げ

ら
れ
る
！　

借
金
１
０
０
０

兆
円
の
大
嘘
を
暴
く
』
の
本

の
前
書
き
で
「
日
本
の
財
政

は
、
世
界
一
健
全
」
と
言
っ

て
い
ま
す
。

　

国
債
は
、
４
割
近
く
を
日

本
銀
行
が
保
有
し
、
３
大
メ

こ
れ
は
消
費
税
を
増
税
す
る
た
め
の

ご
ま
か
し
で
す
。
年
金
に
は
国
庫
補

助
と
し
て
基
礎
年
金
の
２
分
の
１
の

税
金
が
投
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
給

付
総
額
の
２
割
弱
に
し
か
な
っ
て
い

ま
せ
ん
。
国
が
１
３
０
兆
円
の
年
金

積
立
金
の
株
へ
の
投
資
を
や
め
、
年

金
の
充
実
に
活
用
す
る
な
ら
数
十
年

の
財
源
に
な
り
ま
す
。
消
費
税
の
増

税
を
し
な
く
て
も
若
い
世
代
の
将
来

の
年
金
維
持
は
可
能
で
す
。

ガ
バ
ン
ク
や
生
損
保
会
社
な
ど
金
融

機
関
全
体
で
８
割
に
な
り
、
こ
れ
ら
に

大
き
な
利
益
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。

　

財
政
再
建
の
た
め
に
は
、
ま
ず
税

収
と
歳
出
を
一
致
さ
せ
（
プ
ラ
イ
マ

リ
ー
バ
ラ
ン
ス
）、
新
た
な
借
金
を

つ
く
ら
な
い
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め

オ
ス
プ
レ
イ
購
入
や
リ
ニ
ア
新
幹
線

建
設
な
ど
の
ム
ダ
を
削
る
こ
と
、「
税

金
の
集
め
方
」
で
は
、
富
裕
層
や
も

う
け
て
い
る
大
企
業
に
応
分
の
負
担

を
し
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。
そ
の
上
、

50
年
、
１
０
０
年
計
画
で
借
金
を
少

な
く
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
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